
されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに適所介護費等の算定力‘法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下「職員配置等基準」という。）の適用に関する平均利用者数  

等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まない  

ものとする。  

（6）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

①／ト規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高  

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型適所介護、認知症対  

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に  

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所  

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護  

給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利  
用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、  

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の  

未然防止を図るよう努めるものとする。   

② この場合の鷺録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）  

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、  

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月  

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって  

は、小数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に  
該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員  

超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所  
定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定  

員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算  

定される。   

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して  
は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過  

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指  
定の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐  
待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  

ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  

されない。   

④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の  

基準並びに適所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七  

号。以下r通所介護費等の算定方法」という。）の適用に関する平均  

利用者数等の算定においては、入所等した目を含み、退所等した日は  

含まないものとする。  

（6）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について   

① 小規模多機能型居宅介護について当該事業所の登録定員を上回る高  

齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、認知症対  

応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に  

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上申る利用者等を入所  

等させている場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護  

給付費の減額を行うこととし、適所介護費等の算定方法において、定  

員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところで  

あるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超  

過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）  

の数は、一月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、  

一月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月  

の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たって  

は、小数点以下を切り上げるものとする。   

③ 利用者等の数が、適所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用  
の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月  

から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員につ  

いて、所定単位数が嘩所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従  

って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常  

の所定単位数が算定される。   

④ 市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対して  
は、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過  

利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指  
定の取消しを検討するものとする。   

⑤ 災害（地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護については、虐  
待を含む。）の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用につい  
ては、当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末で  

あって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認め  
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られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  

（7）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   

配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   

とみなすこととする。  

（8）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 認知症対応型適所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護  

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員  

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員  

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準  
において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにして  

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するため  

の規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。  

② 人員基準上浦たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当  

該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終  

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又  

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、  

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす  
る。この平均利用者数等の算定に当たっては、／ト数点第二位以下を切  

り上げるものとする。   

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  
は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用  
者等の全員について所定単位数が職員配置等畢準に規定する算定方  

法に従って減算され、  

ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  

られる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うこと  

はせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を  

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から  

所定単位数の減算を行うものとする。  

（7）常勤換算方法による職員数の算定方法について  

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤   

の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数   

点第二位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、   
配置されていた職員数が一時的に一割の範囲内で減少した場合は、一月   

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったもの   

とみなすこととする。  

（8）人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について   

① 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共  

同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護  

老人福祉施設入所者生活介護については、当該事業所又は施設の職員  

の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員  

基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の  

算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明ら  

かにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保  

するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるも  

のとする。   

② 人員基準上浦たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当  
該年度の前年度（毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終  

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又  

は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、  

前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす  

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切  
り上げるものとする。   

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、  

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合に  
は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用  
者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す  

る算定方法に従って減算され、  

ロ ー割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如  
が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数  
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が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される（ただし、  

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。  

ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生  

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、  

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）  

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同  

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取  

り扱うこととする。   

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人  
員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所  

定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される  

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を  

除く。）。指定′ト規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門  

員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者  

が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同生活介  

護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置して  

いない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府：県（指  

定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修  

を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指定小  

規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定認知  

症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置  

し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、  
当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了することが  

確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象と  

しない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作成担  

当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方  

法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととす  

る。   

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、  
利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ  
ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す  
るものとする。  

（9）夜勤体制による減算について   

① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者  

が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される  

（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合  

を除く。）。  
ハ 指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生  

活介護事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、  

設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号）  

第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者及び同  

規則第九十条第一項に規定する介護従業者は前記イ及びロにより取  

り扱うこととする。   

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人  
員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所  

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算  

される（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている  

場合を除く。）。指定小規模多機能型居宅介護事業所における介護支  
援専門員及び指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成  

担当者が必要な研修を修了していない場合及び指定認知症対応型共同  

生活介護事業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配  

置していない場合についても、同様の取扱いとする。ただし、都道府  

県（指定都市を含む。以下同じ。）における研修の開催状況を踏まえ、  

研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、指  

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、指定  

認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに  

配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行  
い、当該介護支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了するこ  

とが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対  

象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当該計画作  
成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算  

定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこと  

とする。   

⑤ 市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、  
利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わ  
ない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す  
るものとする。  

（9）夜勤体制による減算について   

① 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者  
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生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の  

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜  

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規  

定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー  
ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介  

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  
る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後一○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた  

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す  

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  

数に満たない事態が四日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（8）  

②を準用すること。この場合において「′ト数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行  
う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを  
検討すること。  

（10）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未滴の実  
績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、滅床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  
延利用者数を延日数で除して得た数とする。  

生活介護については、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の  

所定単位数の減算に係る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜  

勤職員基準」という。））を置いているところであるが、これらの規  

定は、夜間の安全め確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサー  
ビスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介  

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。   

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、あ  
る月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その  

翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されること  

とする。  

イ 夜勤時間帯（午後－○暗から翌日の午前五時までの時間を含めた  

連続する一六時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定す  

るものとする）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める  

員数に満たない事態が二日以上連続して発生した場合  

口 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員  

数に満たない事態が凶日以上発生した場合   

③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、（8）  

②を準用すること。この場合において「小数点第二位以下」とあるの  

は「小数点以下」と読み替えるものとすること。   

④ 市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行  
う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを  
検討すること。  

（10）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において一年未満の実  

績しかない場合（前年度の実績が全くない 場合を含む。）の利用者  

数等は、新設又は増床の時点から六月未満の間は、便宜上、ベッド  

数の九○％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から六月以上一  

年未満の間は、直近の六月における全利用者等の延数を六月間の日  

数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から一年以上経過して  

いる場合は、直近一年間における全利用者等の延数を一年間の日数  

で除して得た数とする。  

ロ 減床の場合には、減床後の実績が三月以上あるときは、減床後の  
延利用者数を延日数で除して得た数とする。  
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（11）厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定  

夜間対応型訪問介護費及び小規模多機能型居宅介護費については、介   

護保険法第七十八条の四第凶項の規定に基づき市町村が独自に設定した   

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた   

めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生   

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬   

を算定できることとしている。この取扱いについては、平成十八年度中  

（11）厚生労働大臣の認定による介護報酬の設定  

夜間対応型訪問介護費及び 小規模多機能型居宅介護費については、介   

護保険法第七十八条の四第四項の規定に基づき市町村が独自に設定した   

人員、設備及び運営に関する基準において、サービスの質を確保するた   
めの特別な要件を課している場合等で、市町村からの申請に基づき厚生   

労働大臣が個別に認定したときは、市町村が通常の報酬よりも高い報酬   

を算定できることとしている。この取扱いについては、厚生労働大臣が   
認めた場合における夜間対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護に   

係る指定地域密着型サービスに要する費用の額（平成十九年厚生労働省   

告示第二百十二号）に定めるとおりとする。  

（12）「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について   

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準J  

の活用について」（平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局長老  

健第一三五号）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下  

「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定  

に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いるものとす  
五色＿   

② ①の医師の判定結果は、居宅サービス計画又は各サービスのサービ  

ス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認  
定等の実施について」（平成十八年三月十七日厚生労働省老健局長通  

知老発○三一七00一）に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主  

に厚生労働大臣の認定その他の手続き等について検討し、実際の認定手  

続きを経た上で、平成十九年四月一日以降に算定する予定としている  

治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3．心身の状態  

に関する意見（1） 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者  
の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の医師の  
判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとす  

旦且＿   

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が  

得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施lキ  

ついて」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2（4）認定調  

査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」9の  

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。  

（13）栄養管理について  

今回の改定では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におい   

て、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応   
じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた  
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栄養管理体制加算については草本サーギス費への包括化を行ったところ   

で蜘卵口算の算定状況等を踏草え、報酬体系の簡素化等   
の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄華状態の管   
理の重要性は変わらないものであるこ上から、麟引   

き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。  
2 夜間対応型訪問介護費  

（1）夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定  

夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は、オペレーションセンターサービスに相   

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と   

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と   

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪   
問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ   

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ   
ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、   

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一   
回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型   
訪問介護費（Ⅲ）は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ   

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので  

ある。  

オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪   

問介護費（Ⅲ）を算定することとなり、設置する事業所については夜間対   
応型訪問介護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を選択することができることとしている。  

（2） 三級へ／瑚て  

2 夜間対応型訪問介護費  

（1）夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）と（Ⅱ）の算定  

夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は、オペレーションセンターサービスに相   

当する部分のみを基本夜間対応型訪問介護費として一月当たりの定額と   

する一方、定期巡回サービス及び随時訪問サービスについては出来高と  

したものである。基本夜間対応型訪問介護費については、夜間対応型訪   

問介護を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サ   

ービスの利用の有無を問わず算定することができる。また、定期巡回サ   
ービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、   

一回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、一   
回の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。一方、夜間対応型   
訪問介護費（Ⅲ）は、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービ  

ス及び随時訪問サービスを全て包括して一月当たりの定額としたもので  

ある。  

オペレーションセンターを設置しない事業所については夜間対応型訪   

問介護費（Ⅲ）を算定することとなり、設置する事業所については夜間対   

応型訪問介護費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を選択することができることとしている。  

（2）夜間対応型訪問介護計画上三級ヘルパーの派遣が予定されている場合   

に三級へ／レパー以外の訪問介護員等により訪問介護が行われた場合の取  

D 三級ヘルパー仁妄り提供された指定夜間対応型訪問介護について  
は、卿対応型訪問  

介護費卿  

対応型訪問介護に従事している者喧？いては、最終的な周知及び円滑  

な移行を図る観点から、介謹福祉士の資格畢得又は二級ヘルパー研修  
等の受講をすべき旨を、指定夜間対応型訪問介護事業所が当該者に対  
潮斜こ限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、夜  
間対応型訪問介護費の算定ができることとしたところである。従？  
て、斬、  
三級ヘルパーによる夜間対応型訪問介護費の算定は行うことができ  
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なくなろことに十分留意すること。  

②働第   

三十号醐〔「訪問介護員として雇用」と   

あるのは、登録型の輝護事業   

所に登録している場合を含むものとするし  

③働第   

一号において酬⊥   

電子メール等によることも差し支えないが、通知内容及び通知を行っ  

当該通知は単に事業  た事実について記録しなければな  らない。また   

該当するすべての三級ヘルパーに対  所内に掲示するものでは足りず   

し、個別に行うことを要するむのとする。なお、通知は原則として、  

平成二十一年四月末までに行うものとする  

星 夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパードより指定夜間対応型透  

間介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三  

級ヘルパー以外の訪問介護員等により指定夜間対応型訪問介護が提  

供される場合については、所定単位数に一00分の七○を乗じて得た  

単位数を算定すること。  

（3）二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等  

二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ   

ービス費（Ⅲ）が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応   

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三   

号）別表4の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重   

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし   

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月   
以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの   

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。   

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス   

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同音を得て   

行った場合を除き、随時訪問サービス費（Ⅱ）は算定されない。  

な蚕⊥ 

には、所定単位数の一00分の七○に相当する単位数を算定する。  

（4）月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終fの場合であっても、基本夜間対応  

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中  

夜間対応型訪問介護計画上、三級ヘルパーが派遣されることとされてい   

る場合に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の訪問介護員等旦き並遣   

旦塑 

数を算定すること。   

（3）二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護の取扱い等  

二人の訪問介護員等による夜間対応型訪問介護について、随時訪問サ   

ービス費（Ⅲ）が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める夜間対応   

型訪問介護費にかかる単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三   

号）別表4の注イの場合としては、体重が重い利用者に排泄介助等の重   

介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、注ハの場合とし   

ては、利用者の心身の状況等により異なるが、一つの目安としては一月   

以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの   

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。   

したがって、単に安全確保のために二人の訪問介護員等によるサービス   

提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て   

行った場合を除き、随時訪問サービス費（Ⅲ）は算定されない。  

派遣された二人の訪問介護員等がともにいわゆる三級ヘルパーである   

場合には、所定単位数の一00分の七○に相当する単位数を算定する。  

（4）月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合   

① 夜間対応型訪問介護費（1）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合であっても、基本夜間対応  

型訪問介護費は日割り計算を行わない。このため、利用者が月の途中  
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で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事  

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。   
② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り  
計算して得た単位数を算定する。  

（5）夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する事業所を利用している者につ  

いては、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は訪問介護サービスは出来高によ  
る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい  

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ  

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介  

護費の算定をともに行うことが可能である。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅲ）を算定する事業所においては、定期巡回  
サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介  
護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業  

所における訪問介護費を算定することはできない。  

で別の夜間対応型訪問介護事業所に変更した場合には、それぞれの事  

業所において基本夜間対応型訪問介護費を算定できることとなる。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定する場合については、月途中から  

の利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り  

計算して得た単位数を算定する。  

（5）夜間対応型訪問介護と通常の訪問介護の併用   

① 夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）を算定する事業所を利用している者につ  

いては、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）は訪問介護サービスは出来高によ  

る算定であることから、他の訪問介護事業所のサービスを利用してい  

た場合でも、当該夜間対応型訪問介護事業所における定期巡回サービ  

ス費又は随時訪問サービス費及び他の訪問介護事業所における訪問介  

護費の算定をともに行うことが可能である。   

② 夜間対応型訪問介護費（Ⅲ）を算定する事業所においては、定期巡回  

サービスを含めて一月当たりの包括報酬であることから、他の訪問介  

護事業所のサービスを利用していたとしても、当該他の訪問介護事業  

所における訪問介護費を算定することはできない。  

（6）二四時間通報対応加算の取壊い   

① 本加算は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に  

関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十抑埠密  
着型サービス基準」という。）牌こ規定するオペレーショ  
ンセンタ∵サービ卿時鞄帯を含む、当  

該事業所の営業時間（指定地域密着型サービろ基準第三○条第三号の  

営業時間をいう。）囲おし、て行う  

場合、所定単位数を算定するものである。   

② なお、本加算は、夜間対応型訪問介護を利用してい冬草であって、  

月中に串叫ンセンターサービスの利用を希望する者  

けついて算定するものとする。   

③ 本加算を算定する指定夜脚事業所は、利用者からの  

通報を受け、哩た場合は、f旨  

定訪問介護事業所に情報提供を行うこととする淵情報提供を受け  
卿額の算定  

に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表1のイ、ロ及び  

ハの注1卿ビス計画において計画  
的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合」  

の取扱いに従い、必要な指定訪問介護を行うこと。したがって、利用  

ドー   
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者は、指定夜間対応型訪問介護事業所と連携体制をとっている指定訪  

問介護事業所（複数の事業所と連携体制をとっている場合にあっては  

その全ての事業所）と事前にサーヒ1の利用に係る契約を終結してお  

く必要があるものである。  

④灘定する指定夜間対応型訪問介護事業所は、緊急の訪問が   
必要と判断される場合において、対応が可能となるよう、指定訪問介   

護事業所の具体的な対応体制について定期的に把握しておく必要があ   

る。なお、この掛合の指定訪問介護事業所については、複数でも差し  
同一法人の経営する事業所でも差し支えない。  支えなく  

諺 本加算対象となる利用者については、夜間の同居家族等の状況の把  

握に加え、日中の同居家族等の状況及び在宅サービスの利用状況等を  
新たに把握するこL   

オペレーションセンターにおいては  利用者からの通幸酎こついて、  

対応日時、通報内容、脚こついて記録すること。  

（7）叶ビス提供体制強化加算の取扱い   

（D 研修について  

訪問介護 員等ごとの「研修計画」叫刑こおける  

サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施  

のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個  

別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた言十画を  

策定しなければならない。  

② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくはサーヒ爛こ当たっての留意事項   
の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所における訪問介護員等   

の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提   

供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならな   

い。7細会して開催－する必要はな   

く、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。   

会議の開催状況については、その概要を記録しなければならなし、。な   

お、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。  
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事   

項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を   
含め、記載しなければならない。   

・利用者のÅDLや意欲   

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  
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∵家族を含む環境   

・前回のサービス提供時の状況   

・その他サービス提供に当たって必葵な室塁  

（卦 健康診断等について   

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施すること   
が義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等   

も含めて、㈱年以内ごとに一・回、事業主の費用負担により   
実施しなければならない。采㈱こあっ   

ては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画   

されていることをもって足りるものとす旦」  

④ 職員の割合の算出に当たっては、輝こより算出した前年   

度（三月■を除く。）瑚   
年度の一年間及び平成二十二年度以降の前年度の実績が六月に満たな   

い事業所（新たに事業を開始し又は再開した事業所を含む。）につ   
いては、㈱算   
出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し   
又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるもので  

あること。   

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各   

月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者と   

すること。  

⑤㈱こおいても、   
直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しな   
ければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、   
所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出   
しなければならない。  

」J‾  

3 認知症対応型適所介護費  

（1）所要時間による区分の取扱い  

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対   
応型適所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う   

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ   

ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常   

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス   

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この   

場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ  

3 認知症対応型通所介護費  

（1）所要時間による区分の取扱い  

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対   

応型適所介護計画に位置づけられた内容の認知症対応型通所介護を行う   

ための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサ   
ービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常   

の時間を超えて事業所にいる場合は、認知症対応型通所介護のサービス   

が提供されているとは認められないものであること。したがって、この   
場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定さ  
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